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１ ⿇⽣区⾼⽯地区コミュニティ交通「⼭ゆり号」の運⾏計画
変更について［協議事項］

資料１
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麻生区高石地区コミュニティ交通「山ゆり号」の運行計画変更について

趣旨
 持続可能な運行を目指し、１便あたりの利用者数を増やすため、利用者・周辺住民へのアンケート、利用状況
から需要に合わせた運行計画の変更

 山ゆり交通事業運営委員会、運行事業者と協議を重ね、今回、運行計画（運行経路、停留所、運行ダイヤ）の
変更を行う
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麻生区高石地区コミュニティ交通「山ゆり号」の運行計画変更について

運行の概要（現況）
 運行主体 山ゆり交通事業運営委員会
 運行事業者 株式会社 TOP Location Service（旧社名 株式会社高橋商事）
 運行形態 道路運送法第4条による乗合旅客運送
 運行開始 平成２３年
 運行方式 路線定期型
 運行日 平日（水土日は運休）
 運行時間帯 ９時台～１９時台（１６便）
 運賃 大人：３２０円 小児：１２０円

支払い方法 現金
 運行車両 ワゴン車タイプ
 乗車定員 １３名（運転手除く）
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麻生区高石地区コミュニティ交通「山ゆり号」の運行計画変更について

運行の概要（変更案）
 運行主体 山ゆり交通事業運営委員会
 運行事業者 株式会社 TOP Location Service（旧名 高橋商事）
 運行形態 道路運送法第4条による乗合旅客運送
 変更時期 令和８年３月下旬～
 運行方式 路線定期型
 運行日 平日（水土日は運休）
 運行時間帯 ８時台～１８時台（１４便）
 運賃 大人：２８０円 小児：１００円（→運賃分科会で協議済み）

支払い方法 現金（今後キャッシュレス決済導入予定）
 運行車両 ワゴン車タイプ
 乗車定員 １３名（運転手除く）
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麻生区高石地区コミュニティ交通「山ゆり号」の運行計画変更内容について

●運行計画の変更（経路）
利用者ニーズの変化
・買い物、最寄り駅→通院、施設利用が多くなってきた
・近接する集合住宅（パークハイツ百合ヶ丘）より停留所の新設要望

利用者の意見
 山坂が多いので継続して欲しい。
 上麻生の病院へ頻繁に行くのでとても便利になる。
 いこいの家を利用したいが交通手段がなく困っていた。
 スーパー三和止まりではなく、経由にして欲しい

変更内容

（変更前）
高石地区→百合ヶ丘駅→スーパー三和

（変更後）
パークハイツ百合ヶ丘→高石地区→百合ヶ丘駅
→スーパー三和→いこいの家→上麻生二丁目

・停留所の新設要望があった『パークハイツ百合ヶ丘』を追加
・『高石地区』から『いこいの家』へ行く利用者のために追加
・新百合ヶ丘駅近隣の医療機関への通院のために追加

利用する

81%

利用しない

19%

上麻生方面について
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麻生区高石地区コミュニティ交通「山ゆり号」の運行計画変更について

運行経路

既存路線
新設路線

小田急小田原線

・ 高石団地入口

高見台・

・ ｳﾞｨﾚｯｼﾞ東

・ 生田病院

・ 原店前入口

・高石五丁目

ゆりがおか
療養ｾﾝﾀｰ前・

・ ｽｰﾊﾟｰ三和前
（駅方面）

・ 百合ヶ丘老人いこいの家

上麻生二丁目 ・

ｽｰﾊﾟｰ三和前 ・
（上麻生方面）

・ ｻﾝﾗﾌﾚ百合ヶ丘前

・ 百合ヶ丘駅
水暮町会・

・ 高石六丁目

・さくらの丘
・ｲﾄｰﾋﾟｱ百合ヶ丘

・ NYﾌｧｰﾏｼｰ前

・ みかん園前

・ 高石団地前

・ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ百合ヶ丘

新設停留所
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麻生区高石地区コミュニティ交通「山ゆり号」の運行計画変更内容について

●運行経路の変更（運行ダイヤ）
利用者ニーズの変化
・早朝利用の希望が増加
・正午すぎの利用者が少ない

利用者の意見
 病院の始業時間に合わせていくので８時台が欲しい
 １８時以降のダイヤは残して欲しい
 １１時、１６時にスーパー三和を通ると便利

変更内容

・始発を前倒し
・１２～１３時の運行本数を減らし、他の時間帯に振り分ける
・現在のダイヤに比べ全体の本数は減るが、需要に合わせたダイヤへ変更

（変更前）
①第１便 ９：００発（始発）
②１２～１３時 ３本

（変更後）
①第１便 ８：４０発（始発）
②１２～１３時 ２本

39%

10%
21%

6%

24%

利用時間帯
午前 １２～１４時 １４～１６時 １６～１７時 １７時以降
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麻生区高石地区コミュニティ交通「山ゆり号」の運行計画変更について

時刻表（予定） ※今後、変更の可能性があります
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今後のスケジュール

麻生区高石地区コミュニティ交通「山ゆり号」の運行計画変更について

４月３月２月１月

山ゆり号運行計画変
更

４月３月２月１月

山ゆり号運行計画変更

３月下旬運行開始

事業計画変更申請
（１ヶ月）

認
可

●運賃分科会（書面開催）

●地域公共交通会議（1/28）
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２ 令和７年度第３回川崎市地域公共交通会議運賃分科会について
［報告事項］
（麻生区高石地区コミュニティ交通「山ゆり号」の運賃変更について）

資料２
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麻生区高石地区コミュニティ交通「山ゆり号」の運賃変更について

●運賃（案）
・大人２８０円（現在３２０円）※今後キャッシュレス決済導入予定
・小児１００円（現在１２０円）
・７０歳以上の方で川崎市高齢者外出支援乗車事業の『内容確認票』を提示１８０円

●運賃設定の考え方
・サポーター登録の廃止

山ゆり号では、サポーター制度を導入しており、登録者は、通常運賃から５０円の割引が適
用されていたが、サポーター数の減少、集金の手間を考慮して廃止とする。

サポーター制度の廃止により運賃の５０円割引がなくなるが、アンケート結果による利用者
増、収支バランスを鑑みて現在運賃大人３２０円から４０円下げた２８０円、小児１２０円か
ら２０円下げた１００円とする。

・持続可能な交通サービスの実現
運行ルートが一部重複する小田急バス（２５０円）以上を基準とし、タクシーの初乗料金

（５００円）未満となる運賃として２８０円と設定。
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利用者（住民等）、その他利害関係者への説明

国土交通省資料「一般乗合旅客自動車運送事業の（運賃）協議会について」（抜粋）

③住民、利用者からの意見
・異論なし。

④利害関係者からの意見
□神奈川県バス協会

・異論無し。
□神奈川県タクシー協会川崎支部

・異論無し。
□神奈川県個人タクシー協会

・異論無し。

麻生区高石地区コミュニティ交通「山ゆり号」の運賃変更について

麻生区高石地区コミュニティ交通「山ゆり号」の運賃変更について協議を行
い、委員の過半数の賛成により、承認されました。
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３ 宮前区平地区コミュニティ交通「つばめ号」の本格運⾏
について［協議事項］

資料３
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宮前区平地区コミュニティ交通「つばめ号」の本格運行について

地区の概要と取組の背景について
 川崎市の北部に位置する宮前区平地区は、エリアの人口が約5,000人（平1丁目から3丁目）

であり、内65歳以上の人口は約1,700人（エリア人口の3割強）の地区である。
 鉄道駅からのアクセスについては、直線距離にして、宿河原駅から南西に約1.4km、溝の口

駅から西に約3.5kmに位置する。（①）
 高山団地をはじめとする高台の住宅と路線バスのバス停や生活利便施設が立地する麓のバス

通りまで、約５０ｍの高低差が存在する。（②）

宿河原駅

溝ノ口駅

約1.4km

約3.5km

平・五所塚地区

①

②
平高山自治会

市営高山団地自治会

向ヶ丘遊園センチュリー
タウン自治会
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宮前区平地区コミュニティ交通「つばめ号」の本格運行について

至 向ヶ丘
遊園駅

至 宿河原

至 蔵敷

至 犬蔵

至 梶ヶ谷

五所塚

向丘中学校下

平橋

向丘出張所

堰下

原ヶ谷

川崎西部地域
療育センター前

神木不動

平

たいら高山
【川崎市交通局】
溝口駅南口～向ヶ丘遊園南口
【川崎市交通局・東急バス】
たまプラーザ駅～向ヶ丘遊園駅南口
（計１～６便／ｈ・片道）

【川崎市交通局】
登戸駅～菅生車庫 等
【東急バス】
梶が谷駅～向ヶ丘遊園駅南口
（計１～１２便／ｈ・片道）

【川崎市交通局】
溝口駅南口～鷲ヶ峰営業所
溝口駅南口～宮前平駅
登戸駅～菅生車庫 等
（計７～４８便／ｈ・片道）

 当該地区の周辺は路線バスが運行しており、主要な駅まで多くの便が運行している。(③)

 一方で、当該地区は、勾配や道路幅員等により、路線バスの運行が困難なエリアである。(④)

3m未満

3m以上5.5m未満

5.5m以上13m未満

13m以上19.5m未満

19.5m以上

凡例

つばめ号運行経路

地区の概要と取組の背景について

• 当該地区の住民は移動に苦慮していることから、地域課題の解決に向け、地域住

民を中心とした地元協議会を設立。

• 地元協議会が主体となり、地域全体で支える地域交通を確立し、持続的な運行の

実現に向け、令和4年度より運行実験を実施してきた。

③
④
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宮前区平地区コミュニティ交通「つばめ号」の本格運行について

これまでの取り組みの経過

H２７(2017)年 協議会設立

アンケート調査の実施やルートの検討

新型コロナ感染症により活動の休止

R４(2022)年 トライアル運行（無償での運行）

R５(2023)年 有償での運行実験（１回目）

R６(2024)年 有償での運行実験（2回目）

R７(2025)年 有償での運行実験（3回目）
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宮前区平地区コミュニティ交通「つばめ号」の本格運行について

①利用者数について
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地域からの認知が進み、利用者数が増加しており、

地域に必要とされる地域交通と認められる。

利用者数は、
右肩上がりに増加

昨年度よりも、
利用者数が増加

3-5



宮前区平地区コミュニティ交通「つばめ号」の本格運行について

②地元協議会の組織体制について

地元事業者

つばめフレンズ

平高山自治会

市営高山団地
自治会

向ヶ丘遊園
センチュリー
タウン自治会

 協賛金による支援
 広報、周知のサポート
 停留所の設置
 回数券、定期券の販売サポート

 ことづくりイベントの実施
 広報、周知のサポート
 会計サポート

平・五所塚
コミュニティー
交通地域協議会

つばめプロジェクト

 つばめ号の運営主体
 回数券、定期券の販売窓口
 広報、周知
 会計管理

1 人材確保

２ 運営支援

３ 運行支援

協議会参画

⇒１、２、３より地域全体で支える体制となり、持続可能な組織体制を構築

地域の看護師、薬
剤師などからなる
任意の団体
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宮前区平地区コミュニティ交通「つばめ号」の本格運行について

本格運行の概要（案）
 運営主体 平・五所塚コミュニティー交通地域協議会
 運行事業者 東栄興業株式会社
 運行形態 道路運送法第4条による乗合旅客運送
 運行開始 令和８年４月～
 運行方式 路線定期型（一部、フリー降車区間を設定）
 運行日 月、金曜日（休日、年末年始を除く）
 運行時間帯 １０時～１４時まで（９便）
 運行間隔 約25分間隔
 運賃 ３００円

(11回綴り回数券、1カ月定期券：２,０００円)
 支払い方法 現金、回数券、定期券
 運行車両 東栄興業株式会社が所有する

タクシー車両を活用
 乗車定員 ４名～6名（運転手除く）

※使用する車両によって変動。
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宮前区平地区コミュニティ交通「つばめ号」の本格運行について

運行経路について

至 向ヶ丘
遊園駅

至 宿河原

至 蔵敷

至 犬蔵

至 梶ヶ谷

【川崎市交通局】
溝口駅南口～向ヶ丘遊園南口
【川崎市交通局・東急バス】
たまプラーザ駅～向ヶ丘遊園駅南口
（計１～６便／ｈ・片道）

【川崎市交通局】
登戸駅～菅生車庫 等
【東急バス】
梶が谷駅～向ヶ丘遊園駅南口
（計１～１２便／ｈ・片道）

【川崎市交通局】
溝口駅南口～鷲ヶ峰営業所
溝口駅南口～宮前平駅
登戸駅～菅生車庫 等
（計７～４８便／ｈ・片道）

黄色ハッチの箇所は、自由降車区間※今後変更の可能性があります。
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13121110987654321
街ノ停留

所

相鉄ロー
ゼンたい

ら店

マルエツ
平二丁目

店

サンド
ラッグ前

小林外科
胃腸科

JA・向
丘出張所郵便局前たいらな

か公園

センチュ
リータウ

ン

ラヴィー
レ前

高山住宅
下

高山住宅
上平高山

10:2210:2010:1810:1610:1310:1010:0810:0610:0510:0410:0310:0210:00１便

10:4710:4510:4310:4110:3810:3510:3310:3110:3010:2910:2810:2710:25２便

11:1211:1011:0811:0611:0311:0010:5810:5610:5510:5410:5310:5210:50３便

11:3711:3511:3311:3111:2811:2511:2311:2111:2011:1911:1811:1711:15
４便

11:4611:4511:4411:4311:4211:40

12:0712:05
５便

12:3212:3012:2812:2612:2312:2012:1812:1612:1512:1412:1312:1212:10

12:5712:5512:5312:5112:4812:4512:4312:4112:4012:3912:3812:3712:35６便

13:2213:2013:1813:1613:1313:1013:0813:0613:0513:0413:0313:0213:00７便

13:4713:4513:4313:4113:3813:3513:3313:3113:3013:2913:2813:2713:25
８便

13:5613:5513:5413:5313:5213:50

宮前区平地区コミュニティ交通「つばめ号」の本格運行について

時刻表について

※今後変更の可能性があります。
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宮前区平地区コミュニティ交通「つばめ号」の本格運行について

移動円滑化基準適用除外について
 移動円滑化基準適用除外とは

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフリー法）に基づき、乗合バス事業者が新た
にバス車両を導入する場合、法令に基づく基準（公共交通移動等円滑化基準）に適合した車両を導入しなければなら
ないこととされています。

ただし、運行の態様や特別な事由により、すべての基準を満たすことが出来ない場合、地域公共交通会議の協議を
経て地方運輸局に申請し、認定を受けることで、同基準の一部が適用除外となります。

 移動円滑化基準適用除外の認定を申請することができる自動車のうち、以下に該当

車両総重量が５t以下であって乗車定員が２３人以下の自動車

• 乗降口の幅80㎝以上（第37条第2項）
• スロープ板（第37条第2項）
• 車椅子スペース（第39条）
• 通路（第40条）
• 車内放送（第41条第1項）
• 車外放送（第41条第2項）
• 車外行先表示（第41条第3項）

適用除外の
条項と内容

• 当該地区は、狭隘箇所や急勾配な箇所が多く、使用す
る車両は小型でなければ運行が困難であるため。

• 車椅子スペース等、車内の空間を確保した場合、定員
超過が生じ、必要な輸送力の確保が困難になるため。

• 運行情報提供設備等について、設備ではなく、運用や
システム等によるソフト面での対応を行うため。

適用除外の
理由

使用予定車両（トヨタ ノア）
※車体の色や仕様は変更する可能性があります。

※上記車両1台のほか、
ジャパンタクシーで運行予定
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４ 令和７年度第４回川崎市地域公共交通会議運賃分科会について
［報告事項］
（宮前区平地区コミュニティ交通「つばめ号」の運賃設定について）

資料４
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運賃設定について

●運賃設定の考え方

●運賃（案）
300円 （11回綴り回数券、1カ月定期券2,000円）

→同エリアを運行する路線バスの運賃（川崎市バス220円/回、東急バス240～250円/回）以上
を基準とし、タクシーの初乗料金（500円）未満となる運賃として設定。
また、運行事業者の負担軽減、利用者の利用促進を目的とし、回数券と定期券を設定。

・既存交通との差別化
コミュニティ交通「つばめ号」は、路線バスと同様に路線定期型の運行を行う要素と、一部区

間においては、ルート上の任意の場所で降車できるタクシーと同様に降車場所が固定されていな
い要素を兼ね備えている。

また、運行車両は、タクシー車両を活用しており、着座での利用に限定されていることから、
運賃は、路線バス以上、タクシー未満を基本として設定する。

・持続可能な交通サービスの実現
有償での運行実験を3度実施し、持続可能な収支バランスを検証し、設定する。

宮前区平地区コミュニティ交通「つばめ号」の運賃設定について
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国土交通省資料「一般乗合旅客自動車運送事業の（運賃）協議会について」（抜粋）

③住民、利用者からの意見
□市営高山団地自治会

・異論無し。
□平高山自治会

・異論無し。
□センチュリー管理組合

・当自治会から麓のバス路線、生活施設までの
距離が短いのに対して、運賃が300円は高価
に感じるが、今後、つばめ号が発展し、当自
治会としても利用価値が高まることに期待し、
協調を維持したい。

④利害関係者からの意見
□神奈川県バス協会

・異論無し。
□神奈川県タクシー協会川崎支部

・異論無し。
□神奈川県個人タクシー協会

・異論無し。

宮前区平地区コミュニティ交通「つばめ号」の運賃設定について

宮前区平地区コミュニティ交通「つばめ号」の運賃設定について協議を行い、
委員の過半数の賛成により、承認されました。
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５ 川崎区の一部におけるオンデマンド交通
「のるーとKAWASAKI」の本格運⾏について［協議事項］

資料５
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２０２６年１月２８日 

川崎鶴見臨港バス株式会社 

 

川崎区の一部におけるオンデマンド交通「のるーと KAWASAKI」の本格運行について 

 

１．趣旨 

   現在、川崎区内で実証実験運行中のオンデマンドバス「のるーとＫＡＷＡＳＡＫＩ」

は、令和６年３月１９日に開催された令和５年度第３回川崎市地域公共交通会議での

協議を経て令和６年１０月～令和７年１月に１度目の有償での実証実験運行を実施。

現在は２度目の有償での実証実験運行を実施している（令和７年１０月開始、令和８年

３月終了予定）。 

   これまでの実証実験運行を踏まえ４月から本格運行を実施する。また、さらなる地域

の移動利便性向上を目指し一部営業区域の追加および営業区域外へのミーティングポ

イント（以下、ＭＰ）を追加いたしたい。 

 

２．運行計画概要（案） 

※1/28 時点での計画であり、一部内容に変更が生じる場合がございます。 

・運 行 主 体 川崎鶴見臨港バス株式会社（一般旅客自動車運送事業者） 

・運 行 形 態 予約に応じた乗合型送迎サービス（ＭＰ型オンデマンドバス運行） 

・運 行 経 路 乗客が予約した乗車・降車ＭＰに基づきシステムが自動生成したルート 

       を運行 

・運 行 期 間 令和８年４月１日(水)～ 

・運 行 日 日曜日を除く毎日 

        ※年末年始は運休予定 

・運 行 時 間 ８時００分～１９時００分 

・運 行 台 数 １～２台 

・運 賃 大人 ５００円、小人 ２５０円（１乗車につき） 

        ※運賃分科会での協議事項 

・予 約 方 法 専用スマートフォンアプリ、メッセージアプリ「ＬＩＮＥ」 

        オペレーターへの電話、のるーとダッシュ（一部ＭＰに設置） 

・運 行 車 両 ワゴン型車両（乗車定員８名） 

 

 

 

 

 

▲運⾏⾞両（⽇産 キャラバン） 
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・運行エリア図 

現在の実証運行では、既存の営業区域内の商業施設や行政・地域施設、病院、郵便局、公

園等計４８か所、営業区域外に４か所。合計５２箇所にＭＰを設置し運行（別紙参照）。 

４月からの本格運行では、商業施設が所在する小田栄２丁目の一部および鋼管通４丁目

の一部を運行区域に追加しＪＲ南武支線より北側をカバーする。 

またエリア外ＭＰとして、地域住民が利用する行政施設「カルッツかわさき」を追加する。 

追加営業区域内のＭＰの設置数（最大３箇所程度を想定）、設置位置詳細については関係

者と調整の上決定予定。結果については事務局より別途報告する。 

 

３．協議事項 

・令和８年４月からの本格運行について 

・営業区域の追加（小田栄２丁目の一部および鋼管通４丁目の一部） 

・エリア外ＭＰ「カルッツかわさき」の追加 

 

以 上 
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６ 令和７年度第５回川崎市地域公共交通会議運賃分科会について
［報告事項］
（川崎区の一部におけるオンデマンド交通「のるーとKAWASAKI」の運賃について）

資料６



 

川崎区オンデマンド交通「のるーと KAWASAKI」の運⾏について 

１．令和８年度「のるーとＫＡＷＡＳＡＫＩ」運⾏概要 

「のるーとＫＡＷＡＳＡＫＩ」は、川崎市臨海部横断軸を意識した運行により市民の方々の交通

手段の拡張することおよび、バス運転士不足の深刻化により路線バスでは対応できない移動ニーズ

に対応することを目的に運行を目指すオンデマンド交通である。 

 

 ＜運行計画概要＞ 

 ・運行主体：川崎鶴見臨港バス株式会社（一般乗合） 

 ・運行形態：予約による乗合送迎サービス 

 ・運行期間：令和８年４月１日（水）～ 

 ・運 行 日：日曜日を除く毎日 

       ※年末年始は運休予定 

 ・運行時間：８時００分～１９時００分 

 ・運行台数：1～２台 

 ・運  賃：大人５００円、小児２５０円 

 ・予約方法：専用スマートフォンアプリ、ＬＩＮＥ、電話、のるーとダッシュ 

 ・運行車両：ワゴン車タイプ（乗車定員８名） 

 ※1/15時点での計画であり、内容に変更が生じる場合がございます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 運行エリア 

図２ 運行車両 

暫定版（1/１５時点） 
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運賃設定について

1

●運賃設定の考え方
・既存公共交通の運賃とのバランス

→既存の交通（路線バス・タクシー等）と過度に安価な運賃設定など、不当な価格競争になること

がないよう、サービス相応の運賃とする。

・路線バス・タクシーとの差別化

→路線バスのようにバス停とバス停を結ぶ乗合型の交通である一方、タクシーのように予約に応

じた運行かつ、必ず着席可能といった双方の特徴をあわせもった交通サービスのため、運賃

も路線バスとタクシーの中間程度とする。

・持続可能な交通サービスの実現

→将来に亘り持続可能な収支バランス、安全な交通サービスを提供することを前提とする。

●運賃（案）

均一制 大人 500円 小児 250円（大人運賃の半額）
オンデマンドバスは路線バス以上のサービス内容であるため運賃も周辺を運行する路線バス

（大人240円/回）以上とする一方、タクシーよりは自由度が低いため、タクシーの想定利用運賃

900+α円（初乗500円・迎車400円+距離料金）以下をオンデマンドバスの運賃といたしたい。

想定：バス240円＋タクシー1000円（初乗500円＋迎車500円）÷2＝620≒500円（端数切下）
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（参考）周辺公共交通（バス・タクシー）運賃について

2

①初乗運賃
（1.091kmまで） 500円

②加算料⾦
（239ｍごと） 100円

③迎⾞料⾦（事業ごと） 400〜500円

周辺公共交通の運賃比較（バス・タクシー）

※本表は普通旅客運賃を記載

川崎市交通局 大人 220円/回
小児 110円/回

路線バス タクシー
（出典︓神奈川県タクシー協会）

川崎鶴⾒臨港バス 大人 240円/回
小児 110円/回

　⇒　①初乗+③迎⾞＝900〜1,000円
　　　　+距離料⾦＝1,000円+α
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（参考）各交通の特徴について

3

タクシー
・乗りたいときに乗⾞可能
・運⾏経路は⾃由
・ドアtoドアの移動が可能
・プライベートな空間で移動可能
・運賃が高め

路線バス
・定時定路線型
・時刻表、運⾏経路
が決まっている

・目的地まで時間がかかる
・多客等⾞内混雑の場合あり
・運賃が安い

オンデマンドバス
・利⽤に応じた運⾏
・運⾏経路はAIが最適な経
路を算出
・バスよりは⾃由度が高いが
乗合型
・定員運⾏のため着席可能

自由度 高自由度 低

料金 安

料金 高
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利用者（住民等）、その他利害関係者への説明

国土交通省資料「一般乗合旅客自動車運送事業の（運賃）協議会について」（抜粋）

川崎区デマンド交通「のるーとKAWASAKI」の本格運行について

③住民、利用者からの意見
・バスとタクシーの中間が望ましいと考えると、

500円が妥当と思われる。
・バス料金と比較すると利用しずらい。

④利害関係者からの意見
□神奈川県バス協会

・異論無し。
□神奈川県タクシー協会川崎支部

・異論無し。
□神奈川県個人タクシー協会

・異論無し。

川崎区の一部におけるオンデマンド交通「のるーとKAWASAKI」の運賃につ
いて協議を行い、委員の過半数の賛成により、承認されました。

6-6

資料６



参考



【追加】カルッツ前

【追加】エリア拡大

参考



７ 地域公共交通に係る意⾒交換［報告事項］

資料7
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